
瀬戸市告示第 ７号 

成 瀬戸市告示第 ５号 会計管理者の権限 属する事務の一部

を出納員等 委任させた件 の一部を次の う 改正し 告示の日 施

行する  

成 ５ 月 ９日 

瀬戸市長 増 岡 錦 也  

次の表の改正前の欄 掲 る規定を同表の改正後の欄 掲 る規定 下

線 示す う 改正する

改正後 改正前 

第 表 第 表 

会計管理者の権限 属する事務の委任 

設置所 委任の対象 る事務 委任を受

た者 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

環境課  

 

 

 一般廃棄物処理手

数料の収納 

 環境課 主催する

環境学習講座の参加

費負担金の収納 

＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

 

会計管理者の権限 属する事務の委任 

設置所 委任の対象 る事務 委任を受

た者 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

環境課  一般廃棄物処理業

許可申請手数料の収

納 

 一般廃棄物処理手

数料の収納 

 浄化槽清掃業許可

申請手数料の収納 

 

＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

 

第 表 第 表 

出納員の権限 属する事務の委任 

設置所 委任の対象 る事務 

委任を受

た者 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

出納員の権限 属する事務の委任 

設置所 委任の対象 る事務 

委任を受

た者 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 



環境課  一般廃棄物処理手

数料の収納 

 環境課 主催する

環境学習講座の参加

費負担金の収納 

＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

 

環境課 一般廃棄物処理手数料

の収納 

＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

 

  

 


